
令和８年度 岡山県育休代替任期付職員等選考採用試験受験案内 
                                         

令和８年４月３０日    

   

                                              岡 山 県 総 務 部 人 事 課  

                                         〒700-8570  

岡山県岡山市北区内山下二丁目４-６ 

                                         電話番号 086-226-7217 (直通) 

 

 岡山県では、知事部局（本庁、県民局及び地域事務所等）において、主に育児休業を取得する職員の代替と

して勤務していただく任期付職員（以下「育休代替任期付職員等」という。）を募集します。 

この採用試験の最終合格者については、有効期間を３年間とする任期付職員等採用候補者名簿に登載され、

最終合格発表日以降、「７ 採用について－(２) 採用形態」の表に記載するいずれかの採用形態により採用

されます。現在、採用を予定している内容は、「１ 募集内容」のとおりです。 

 

１ 募集内容 
 

試験区分 職 務 内 容  勤 務 場 所  採 用 時 期 

学 芸 員 

育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（展覧会の企画・調整・運営、美術
品・資料の収集・保管・展示、収蔵品の管理
等）の他、教育普及事業等に従事します。 

県立美術館 
令和８年９月以降
順次採用 

保 健 師 

育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（母子保健・精神保健・健康づく
り・難病対策・感染症対策、各種健康施策の
企画調整等）に従事します。 

備前県民局 等 
令和 8 年９月以降
順次採用 

看 護 

育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（母子保健・精神保健・健康づく
り・難病対策・感染症対策、各種健康施策の
企画調整等）に従事します。 

備前県民局 等 
令和 8 年９月以降
順次採用 

栄 養 士 

育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（献立作成を含む給食管理や食
育、健康づくり、栄養改善対策等、各種施策
の企画調整や普及啓発等）に従事します。 

県立成徳学校 等 
令和 8 年８月以降
順次採用 

児童福祉司 
育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（子どもの福祉に関する相談、支
援等）に従事します。 

倉敷児童相談所 等 
令和 8 年６月下旬
以降順次採用 

土 木 

育休代替任期付職員等として、 
専門的業務（土木施設及び生活基盤施設等の
整備に関する企画、工事の設計・監督等）に
従事します。 

備前県民局、 
備中県民局 等 

令和８年６月下旬
以降順次採用 

 

・ 現在、採用を予定している職務内容及び勤務場所は表のとおりです。詳細は、「７ 採用について」及

び「８ 勤務時間及び給与等について」をご確認ください。 

・ 試験区分「学芸員」については、学芸員の資格を有している必要があります。 

・ 試験区分「保健師」については、保健師の免許を有している必要があります。 

・ 試験区分「看護」については、看護師又は准看護師の免許を有している必要があります。 

・ 試験区分「栄養士」については、管理栄養士の免許を有しており、「特定性犯罪事実該当者（※）」で

ない必要があります。 

・ 試験区分「児童福祉司」については、児童福祉司の任用資格を有しており、「特定性犯罪事実該当者

（※）」でない必要があります。 



 （※）特定性犯罪事実該当者に関する注意事項 

 ※本業務へ従事するに当たっては、令和８年１２月２５日までに施⾏予定の学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。以

下「こども性暴⼒防⽌法」という。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確

認が必要となります。  

※特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴⼒防⽌法に基づき、本

業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の⼀つとして、特定性犯罪の前科

がないことを求めることとしています。 

※このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認

いたします。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙をご参照ください。 

 

２ 受験資格 

（1）地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者、すなわち、 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執⾏を終わるまで又はその執⾏を受けることがなくなるまでの者 

・ 岡山県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   …などに該当しない者です。 

(2) 日本国籍を有する者（試験区分「学芸員」、「保健師」、「看護」、「栄養士」を除く） 

 

３ 試験の日程及び会場 

 (1) ⼀次試験（筆記試験） 

①日程 令和８年６月７日（日） 

    ・ ９時００分までに集合してください。（受付：８時３０分～９時００分） 

      ・ ９時００分までに試験会場に入場していない人は受験できません。 

  ②会場  岡山県庁分庁舎 

（岡山県岡山市中区古京町⼀丁目７―３６） 

 

(2) 二次試験（面接試験） 

①日程 令和８年６月７日（日） 

・ １人につき２０分程度の面接試験を実施します。 

・ 面接開始予定時刻は、受付期間終了後に発送する受験票内でお知らせします。 

・ 当日の欠席等の状況により、面接開始時刻が多少前後する場合があります。 

・ ⼀次試験終了後、面接開始時刻までの間は、しばらくお待ちいただく場合があります。 

その間、会場控室でお待ちいただくか、⼀度会場外へ退出した後、再度会場控室にお越しい 

ただくことになりますので、あらかじめご了承ください。 

②会場  岡山県庁分庁舎 

（岡山県岡山市中区古京町⼀丁目７―３６） 

 

４ 受験の受付 
 (1) 受付期間 令和８年４月３０日（木） ～ 令和８年５月２９日（金）  

・ 郵送の場合、令和８年５月２９日（金）必着とします。 

    ・ 普通郵便で郵送事故があった場合の責任は負いません。（簡易書留等を推奨します。） 

 

(2) 受付場所  岡山県総務部人事課   〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目４―６ 

                         電話番号 086-226-7217 (直通) 

 (3) 提出書類 各 １ 通     

    ① 履歴書（別紙様式） 

  ② 面接カード（別紙様式） 

    ③ 最終学校の卒業証明書（卒業見込みの者は卒業見込証明書） 

  ・ 大学等が発⾏する卒業証明書に記載する氏名と現在の氏名が異なる場合は、履歴書の氏名欄に旧     

姓を括弧書きしてください。（戸籍抄本等の提出は不要です。） 

※ 受験申込時点で岡山県任期付職員として任用されている者又はかつて岡山県任期付職員として任

用されていた者は、最終学校に変更がない限り、卒業証明書の提出は不要です。  

   ④ 必要とする資格を証する書類の写し（該当する試験区分のみ） 

・ 試験区分「栄養士」については、管理栄養士の免許の写しを提出してください。 



・ 試験区分「保健師」については、保健師の免許の写しを提出してください。 

・ 試験区分「看護」については、看護師又は准看護師の免許の写しを提出してください。 

・ 試験区分「児童福祉司」（児童福祉法第 13 条第 3 項第 1 号、2 号及び 7 号に該当する者）につい

ては、必要な課程を修めたことを証明する成績証明書及び最終学校の成績証明書（最終学校におい

てその課程を修めた者は最終学校の成績証明書のみで可）を提出してください。 

・ 試験区分「児童福祉司」（児童福祉法第 13 条第 3 項第 1 号、2 号及び 7 号に該当しない者）につ

いては、最終学校の成績証明書を提出してください。 

⑤ 顔写真（縦４㎝×横３㎝） 

  ・ 履歴書貼付のものとは別に提出してください。 

⑥ 返信用封筒（定型長形３号） 

・ 郵便切手（１１０円分）を貼付け、宛名及び宛先を記載してください。 

 

（注意） 

・ 受付期間内に提出書類の⼀部（卒業証明書等）を準備できない場合は、その旨を岡山県総務部人事課  

に連絡してください。 

・ 郵送の場合は、封筒の表に「育休代替任期付職員等選考採用試験」と朱書きしてください。 

・ 持参の場合の受付時間は８時３０分から１７時００分までで、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日に

は受付できませんので、注意してください。 

・ 提出された返信用封筒にて、令和８年６月１日（月）に受験票を発送しますので、令和８年６月

５日（金）になっても受験票が届かない場合は、必ず岡山県総務部人事課まで連絡してください。 

・ 必要に応じて、提出書類の記載事項等について確認することがありますので、履歴書には必ず連絡の

とれる連絡先を記入してください。 

・ 提出書類の記載内容が事実と相違する場合は、合格を取り消すことがあります。 

・ 身体に障害があり、試験会場において配慮を必要とする場合は、あらかじめ岡山県総務部人事課まで                         

連絡してください。 

 

５ 試験の方法 
 

試験の種類 試験の内容 

⼀次試験 専門試験（100 点満点） 

二次試験 面接試験（100 点満点） 

・ ⼀次試験合格者は、得点の高い順により決定します。 

 ・ 二次試験合格者は、⼀次試験の成績にかかわらず、二次試験の得点の高い順により決定します。 

・ ⼀次試験及び二次試験ともに、⼀定の基準に達していない場合は不合格とします。 

 

６ 受験にあたっての留意事項 
 ・ 受験票、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、ボールペン及び消しゴム）を持参してください。 

 ・  計算機能又は翻訳機能のついた腕時計、携帯電話等の試験会場内での使用は禁⽌します。 

 ・  ゴミはすべて持ち帰ってください。 

  ・ 試験会場に駐車場はありませんので、公共交通機関でご来場ください。 

 

  



７ 採用について  

(1) 任期付職員等採用候補者名簿 

   ・ この採用試験の最終合格者については、任期付職員等採用候補者名簿（以下「名簿」という。）

に登載されます。 

   ・ 名簿の有効期間は、最終合格発表の日から３年間です。 

 

(2) 採用形態 

採 用 形 態 
説 明 

採 用 根 拠 

育休代替任期付職員 
育児休業を取得する職員の代替職員として採用されます。 

地方公務員の育児休業等に関する法律第６条 

配偶者同⾏休業代替 

任 期 付 職 員 

配偶者同⾏休業を取得する職員の代替職員として採用されます。 

地方公務員法第 26 条の 6 

⼀般職の任期付職員 

産前産後休暇を取得する職員の代替職員として採用されます。 

また、災害発生等の緊急時で要員を充足する必要がある場合、職員の休職、退職

等によって欠員が生じた場合に採用されます。 

地方公共団体の⼀般職の任期付職員の採用に関する法律第４条 

臨 時 的 任 用 職 員 

災害発生等の緊急時で要員を充足する必要がある場合、職員の休職、退職等によ

って欠員が生じた場合に採用されます。 

地方公務員法第 22 条の 3 

育児短時間勤務に伴う 

任期付短時間勤務職員 

育児短時間勤務を⾏う職員の代替職員として採用されます。 

地方公務員の育児休業等に関する法律第 18 条第 1 項 

高齢者部分休業代替任

期付短時間勤務職員 

高齢者部分休業を取得する職員の代替職員として採用されます。 

地方公共団体の⼀般職の任期付職員の採用に関する法律第５条 

 

・ 名簿に登載された方は、表に記載するいずれかの採用形態により採用されます。 

・ 育休代替任期付職員については、職員の育児休業の取得期間等に応じて、採用時に任期を決定しますの

で、任期は概ね数か月から３年未満となります。また、職員の育児休業の取得期間等に変更があった場合

には、任期が更新又は短縮される場合があります。職員の育児休業の取得状況等によっては、名簿に登載

されても、採用されない場合があります。 

・ ⼀度採用されて任期が満了した場合でも、名簿の有効期間内であれば再度採用される場合があります。 

・ 職員が産前産後休暇を取得した後、引き続き育児休業を取得する場合には、それぞれの取得期間に応じ

て、⼀般職の任期付職員及び育休代替任期付職員として、引き続き採用される場合があります。 

・ 臨時的任用職員の任期は６ヶ月以内であり、１回（６ヶ月以内）に限り、任期を更新可（最長１年間）

となります。 

 

(3) 勤務場所 

・ 名簿から採用される場合の勤務場所は県内全域としていますが、事前に勤務可能場所の希望を確認

した上で採用の調整を⾏います。 

・ 原則、任期中に勤務場所を異動することはありません。 

 

  



８ 勤務時間及び給与等について（令和８年４月３０日現在） 

(1) 勤務時間 

採 用 形 態 
区

分 
勤 務 時 間 

育休代替任期付職員 

Ⅰ 

〇 週３８時間４５分勤務（１日７時間４５分、週５日勤務） 

月曜日～金曜日 

８時３０分～１７時１５分 

（休憩時間：１２時００分～１３時００分） 

   ・ ⼀般職員と同様の扱いです。 

・ 所属によっては変則勤務となる場合があります。 

配偶者同⾏休業代替 

任 期 付 職 員 

⼀般職の任期付職員 

臨 時 的 任 用 職 員 

育児短時間勤務に伴う 

任期付短時間勤務職員 

Ⅱ 

主な勤務時間は以下のとおりです。 

① 週１９時間３５分勤務（１日３時間５５分、週５日勤務） 

② 週２３時間１５分勤務（１日７時間４５分、週３日勤務）   

③ 週２４時間３５分勤務（１日４時間５５分、週５日勤務） 

④ 週３１時間   勤務（１日７時間４５分、週４日勤務） 等 

※上記以外の勤務時間となる場合もあります。 

・ 具体的な勤務日及び勤務時間帯は採用時に決定します。 

高齢者部分休業代替任

期付短時間勤務職員 

・ 上記の所定労働時間を越える勤務（時間外勤務）を命ずる場合もあります。 

 

  (2) 給与 

試験区分 初任給（基本給）月額 ⼀定の額を加算した場合 
（参考） 

大学卒業後直ちに 
採用された場合 

学 芸 員 ２３１，９００円 ２７４，６００円 ２３１，９００円 

保 健 師 ２６９，９００円 ３５７，９００円 ２７３，４００円 

看 護 ２６１，２００円 ３５７，９００円 ２７３，４００円 

栄 養 士 ２３９，３００円 ３１８，４００円 ２５５，５００円 

児童福祉司 ２３１，９００円 ２７４，６００円 ２３１，９００円 

土 木 ２０６，６００円 ２７４，６００円 ２３１，９００円 

・ 初任給（基本給）額は、区分Ⅰについて、概ね上記のとおりです。区分Ⅱについては、上記の額を１週     

間当たりの勤務時間数に応じて支給します。 

・ 初任給（基本給）額は、職歴等により⼀定の額が加算されます。 

・ 初任給（基本給）額は、勤務場所により変更される場合があります。 

・ 初任給（基本給）額は、今後の給与改定等の状況によって増減する場合があります。 

  ・ ⼀般職員に準じて昇給します。 

   ・ 初任給（基本給）のほか、区分Ⅰについては、諸手当（扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤    

勉手当等）が要件に応じて支給されます。区分Ⅱについては、諸手当（通勤手当、期末手当、勤勉手当 

等）が要件に応じて支給されます。 

  

(3) その他  

・ 任期及び勤務時間等に応じて、厚生年金保険、健康保険又は共済保険に加入していただきます。 

・ 公務上の災害については、地方公務員災害補償法による補償が適用されます。 

  ・ 区分Ⅱについては、任期及び勤務時間等に応じて、雇用保険に加入していただきます。 

 



９ 試験結果の提供 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 69 条第 2 項第 1 号の規定による本人の申出

に基づき、試験結果を提供することができます。 

受験者本人が受験票を持参の上、８時３０分から１７時００分までの間に直接提供場所へお越しくださ

い。土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は提供できません。また、電話又は郵送等による提供はできませ

ん。 

 

提供を受けることができる人 提供内容 提供期間 提供場所 

受験者本人 
第⼀次試験の得点及び順位 
第二次試験の得点及び順位 

合格発表の日からおおむ
ね 1 か月間 

岡山県総務部人事課 

 



 

（別紙） 
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律（令和６年法律第 69 号）（抄） 
 
 （定義） 
第二条（略） 
７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 
一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から
第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の
罪に係る部分に限る。）の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百
四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
（平成十一年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る
電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの
罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰
するものとして政令で定めるもの 
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、
若しくは写真機その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮
影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設
置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を
いう。 
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の
言渡しを受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執
行猶予者」という。）を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、
当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 
（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 
第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪
は、同号に掲げる罪とみなす。 
一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部
改正法」という。）による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは
第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定
による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 

２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附
則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部
改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るも
のに限る。）は、同号に掲げる罪とみなす。 

（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 
第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一
号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改
正する法律（令和四年法律第六十七号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定
する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言
い渡す裁判とみなす。 



勤務場所について 

 

主な勤務場所は表のとおりです。 

場合によっては、これら以外の出先機関等に配属になる場合があります。 

事前に勤務可能場所の希望を確認した上で採用の調整を行います。 

 

勤務場所 主な庁舎の所在地 

本  庁 
岡山県岡山市北区内山下2-4-6 

岡山県岡山市中区古京町1-7-36 

備前県民局 
岡山県岡山市北区弓之町6-1 

岡山県岡山市中区古京町1-1-17 

備中県民局 岡山県倉敷市羽島1083 

美作県民局 
岡山県津山市山下53 

岡山県津山市椿高下114 

 

 



■分庁舎までのアクセス

（徒歩）

　ＪＲ岡山駅東口から約３km、徒歩約３０分です。

（バス）

 岡電バス：県庁・岡電高屋行きに乗車。「県庁前」停留所で下車してください。

 宇野バス：四御神行き、片上行き、瀬戸駅行き、長岡・駅前行きのいずれかに乗車。

「県庁前」停留所で下車してください。

 両備バス：西大寺行きに乗車。「県庁前」停留所で下車してください。

（路面電車）

東山行きに乗車。「県庁通り」停車場で下車してください。

↑

北

◎試験会場案内　岡山県庁分庁舎（旧：三光荘）

岡山県庁分庁舎



履 歴 書 

 

 

 

 

○ 学   歴 

学 校 名 
（最終学歴から高等学校まで順に記入） 学部・学科名 

在 学 期 間 
（和暦で記入） 

卒業・中退
等の別 

最 終（現在） 

 
 

   年   月      年   月 

 ～ 

卒見込・卒 

修了見込・修了 

中 退 

  
   年   月     年   月 

 ～ 
卒・中退 

  
   年   月     年   月 

 ～ 
卒・中退 

  
   年   月     年   月 

 ～ 
卒・中退 

  
   年   月     年   月 

 ～ 
卒・中退 

○ 職   歴 

有  ・  無 職歴のある人は、その職務経歴を新しい順に記入してください。 

勤務先の名称 職務内容 在職期間（和暦で記入） 
最 終（現在） 

 
 

   年   月   日 
 

    年   月   日 

～ 

  
   年   月   日 

 
    年   月   日 

～ 

  
   年   月   日 

 
    年   月   日 

～ 

  
   年   月   日 

 
    年   月   日 

～ 

  
   年   月   日 

 
    年   月   日 

～ 

  
   年   月   日 

 
    年   月   日 

～ 

○ 資格・免許 

資格・免許の種類 取得年月日 

  

（取得見込みの場合はその旨記載してください） 

 

令和８年４月３０日公開 岡山県育休代替任期付職員等選考採用試験 

試験区分 
 

 

（写真） 

縦 4㎝ 

横 3㎝ 

ふりがな  性 別※ 

氏 名   

生年月日 昭和・平成   年   月   日 生（満   歳） 

ふりがな  

現住所 

〒 

 

 

（電話番号）           （携帯電話） 

連絡先 

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入してください。） 

〒 

 

（電話番号）           （携帯電話） 

私は、すべての受験資格を満たしており、

記載事項に誤りはありません。  

  

令和   年   月   日 

氏  名 

（本人自署） 

※性別欄は未記入可 



※人事課記載欄のため空欄としてください。 

面接カード 

氏名  生年月日 
(元号表記)  

試験区分  

  受験番号  

 

学歴 

学校名（高等学校以降） 学部・学科名 在学期間(元号表記) 
卒業見込 
卒業・中退 

        ～  

        ～  

        ～  

        ～  

 

職歴 

勤務先（新しいものから） 雇用形態(正社員・アルバイトなど) 在職期間(元号表記) 業務内容 

 （          ） 

  時間／日・  日／週 
      ～  

 
（          ） 

  時間／日・  日／週 
      ～  

 
（          ） 

  時間／日・  日／週 
      ～  

 
（          ） 

  時間／日・  日／週 
      ～  

 

就職 

任期付職員の 

志望動機 

 

 

 

 

 

岡山県に 

対する印象 

 

 

公務員として 

大切だと思うこと 

 

 

勤務可能地  勤務開始可能日  

 

趣味 

など 

趣味  

特技  

長所  

短所  

健康状態  

 

学生生活又は社会人生活において印象に残っていること（例｜クラブ活動・アルバイト・ボランティア活動・業務経験など） 

 

 

 
 

自己プロフィール・自己ＰＲ（自由記載） 

 

 

 

 

※可能な限り詳細に記載してください。 

（ふりがな） 




